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杉並区学校用務業務等 
公募型プロポーザル実施要領 

 
１ 目的 
  この要領は、杉並区立小中学校の学校用務業務等（用務業務及び施設管理業務等）に関し
て、学校運営に関わっているという高い職務意識のもと、優れた専門技術や知識、豊富な経
験を活かせる事業者を企画提案（プロポーザル）方式により選定することを目的としたも
のです。 

 
２ 業務の概要 
（１）業務名 
   杉並区学校用務業務等 
（２）履行場所・事業規模（概算金額） 

  契約数は以下の３契約です。 
No. 履行場所 事業規模（概算金額（税込）） 

①  
杉並第二小学校・堀之内小学校・ 
済美小学校・高井戸中学校 

７２，０００千円 

②  杉並第七小学校・高南中学校 ３４，０００千円 

③  八成小学校・天沼中学校・荻窪中学校 ５４，０００千円 

 
（３）業務内容 

杉並区学校用務業務等の具体的な内容は、「杉並区学校用務業務等詳細説明書」 
【別紙１】のとおりとします。 

（４）履行期間 
   令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 
 
３ 参加資格  
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していない

こと。 
（２）杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱（平成２２年３月２３日 

杉並第６５４７６号）に定める指名停止要件に該当していないこと。 
（３）杉並区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２３年１月１７日 

杉並第５３８９０号）に定める除外措置要件に該当していないこと。 
（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない
こと。 
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（５）地方公共団体において、学校用務業務の業務実績又は他の施設での用務業務及び施設
管理業務の業務実績が直近３年間（令和２年度から４年度まで）で２年以上あること。 

（６）杉並区競争入札参加資格者名簿に登載されていること。 
（７）東京都内に本社又は営業所等があること（人員の不足及び事故発生時等の緊急事態に

迅速に対応する必要があるため）。 
 
４ 実施手順 
  公募から受託者候補者選定までの実施手順は以下のとおりです。 

内  容 日  程  等 

実施要領の公表 令和４年１１月１４日（月） 

仕様書の配布 
令和４年１１月１４日（月）から１１月２１日（月）まで 

（土・日・祝日を除く） 
場所：杉並区役所東棟６階 庶務課教職員係 

実施要領に関する 
質問の受付期限 

令和４年１１月２１日（月）午後５時まで 
質問内容（書式自由）を E-mailにより「11 担当課」へ提出してくだ
さい。 
※E-mailタイトルは【用務プロポ質問】としてください。 

実施要領に関する 
質問の回答 

令和４年１１月２５日（金） 
杉並区公式ホームページ上に公開します。 
（https://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/proposal/index.html） 

企画提案書等提出期限 令和４年１１月３０日（水）午後５時（必着） 

第一次審査 
（書類審査） 令和４年１２月１９日（月） 

第一次審査の 
結果発送 令和４年１２月２２日（木）（予定） 

第二次審査 
（企画提案、ヒアリング審査） 令和５年１月１０日（火） 

受託者候補者選定結果 令和５年１月１８日（水）（予定） 
上記日程までに通知する予定です。 
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５ 実施要領の内容についての質問の受付及び回答 
  「４ 実施手順」に記載のとおりです。 
 
６ 企画提案書等の提出  
（１）提出書類・部数 

「提出書類一覧」【別紙２】のとおりです。 
（２）提出方法 

直接、持参してください。 
（３）提出先 
   「11 担当課（提出先及び問い合わせ先）」と同じです。 
（４）提出期限 
   令和４年１１月３０日（水）午後５時（必着） 
   ※遅延等の場合は、原因の如何を問わず、未提出として取り扱います。 
 
７ 受託者候補者の選定手順 

杉並区学校用務業務等受託者候補者選定会議（以下「選定会議」という。）において、選
定委員により企画提案書等の提出書類及びヒアリング等の内容を審査し、杉並区学校用務
業務等に適していると認められる受託者候補者を選定します。選定会議は非公開です。 
但し、全ての参加事業者が一定の水準に満たない場合は、選定しない場合があります。 

 
（１）評価基準  

ア 企画提案等に対する評価基準 
評価項目 主な評価の内容 

学校施設での業務に 
対する認識 

学校施設で業務を行うことの意義を理解しているか。 
労働者派遣と業務請負（委託）の区分を理解しているか。 

学校等との協力体制 
学校との協力体制を積極的に築こうとする姿勢がみられるか。 
教職員・児童生徒・保護者・地域住民と良好な関係を築こうとする姿勢
がみられるか。 

業務の実施体制 

学校施設に適した人材を、配置基準に基づいて人員配置ができるか。 
確実に履行できるシフトになっているか。 
業務責任者は適切に配置されるか。 
業務責任者との打ち合わせは適切に行われるか。 
学校行事等における応援体制はとれるか。 
欠員が生じた場合のバックアップ（応援）体制はできているか。 

社員教育・研修体制 従事者の能力向上のための、具体的かつ計画的な教育・研修体制ができ
ているか。 
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評価項目 主な評価の内容 

緊急時の対応・苦情 
処理体制 

事故発生時の連絡体制、天災等緊急時の連絡体制、苦情処理体制が整備
されているか。 
感染症流行時の従事者への予防対策は徹底しているか。従事者が感染症
に感染した際の連絡体制が整備されているか。 

個人情報管理体制 情報管理に対する、事業者の考え方は適切であるか。 
従事者への教育は徹底しているか。 

費用対効果  見積額の積算は適切であるか。 

総合評価 
企画提案書の内容は、具体的で実効性があるか。独創的で特色あるアイ
デアが盛り込まれているか。分りやすく、見やすいか。 
杉並区学校用務業務等に向けた意欲や熱意が感じられるか。 

 
イ 経営状況・業務実績等に対する評価基準 

評価項目 主な評価の内容 

財務状況 経営状況は良好か。 

社会的責任 法令遵守、環境保護、地域貢献、社会貢献等の活動に積極的に取り組ん
でいるか。（例：ＩＳＯなど公的認証の取得、障害者雇用） 

業務実績 学校用務業務の業務実績又は他の施設での用務業務及び施設管理業務
の業務実績があるか。 

 
（２）審査方法 

ア 第一次審査（書類審査） 
評価基準に基づき、選定会議で書類審査を実施し、第一次審査通過者を選定します。

第一次審査では、原則、各選定委員の評価点を合算した点数が配点の合計の７５％以
上となった事業者のうち、概ね上位５社を選定します。 

イ 第一次審査の結果 
審査終了後、提案のあったすべての事業者に令和４年１２月２２日（木）までに通

知します（予定）。 
なお、第一次審査通過者に対しては、第二次審査の日程等をあわせて通知します。 

ウ 第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング審査） 
第一次審査通過者に対し、選定会議において、企画提案の内容に係るプレゼンテー

ション及びヒアリングを実施し、契約を締結する受託者候補者を選定します。各選定
委員の第一次審査と第二次審査の評価点を合算した点数が、配点の合計の７５％以上
となった事業者を選定します。 
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（３）受託校の決定 
   受託者候補者が決定した後、「受託校希望調査票」【様式３】に基づき、評価点の高い

事業者から順に受託校を決定します。 
なお、受託校を決定する際には、受託者候補者と協議を行います。 

 
（４）受託契約数について 

原則１社１契約ですが、状況により複数契約になることがあります。 
なお、初めて杉並区学校用務業務等を受託する事業者の契約数は、１契約までとします。 

 
（５）受託者候補者選定結果通知  

第二次審査を受けた事業者に対して令和５年１月１８日（水）までに通知します（予
定）。  
※選定されなかった参加事業者は、その理由についての説明を求めることができます。 

 
８ 参加事業者の失格  

次のいずれかに該当する場合は失格とし、提案をすることができなくなります。その
場合、既に提出されている企画提案書は返却しません。 

（１）提出書類に虚偽の記載があった場合 
（２）参加資格を満たさなくなった場合 
（３）審査の公正性・公平性を害する行為があった場合 

 特に選定会議設置から選定の通知が来るまでの間、プロポーザル参加者（参加予定
者の関係者を含む。）が、選定委員及び本プロポーザルに関する区職員に対し、金銭・
物品を贈与すること、接待すること等、目的が自己を有利にするまたは他社を不利に
することを目的とした接触を禁止します。接触の事実が認められた場合は、失格とな
ります。 
 但し、以下のような場合を除きます。 

 ・ 実施要領に基づく区への質問及び書類の提出等 
 ・ 現に区と契約等を締結している委託業務及び指定管理業務等の履行に必要な行為 
 ・ 自らが構成員の一員となる団体（区との契約の相手方である等の利害関係がないも

のに限る。）と区が行う事業推進に関する意見交換会等の出席（当該団体が応募関
係者である事業者等の利益のためにする行為を行う場合を除く。） 

 ・ 区が主催する審議会、意見交換会等への出席 
（４）企画提案書等が提出期限を過ぎて提出された場合 
（５）前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為があった場合 
 
９ その他留意事項  
（１）本件に参加する費用は、すべて参加事業者の負担とします。  
（２）提出書類は、日本語を用いるものとし、通貨は日本円とします。 
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（３）プロポーザルの実施過程において、直接履行場所の学校へ連絡や訪問を行ったり、教職
員や保護者等に話を聞くことなどは禁止します。 

（４）書類提出後の企画提案書等の修正又は変更は一切認めません。また、提出書類は返却し
ません。 

（５）企画提案書について情報公開請求があった場合は、杉並区情報公開条例に基づき、提出
書類等を公開することがあります。 

（６）選定会議で審査をした結果、一定の点数に満たない参加事業者については、受託者候補
者とはしません。 

（７）受託者候補者と契約内容の協議が整った後に、契約締結手続を行います。また、仕様書
の内容は、受託者候補者と区との協議により最終的に決定します。 

（８）契約の締結については、区指定の標準契約書を使用します。 
（９）本件は、令和５年度予算案が、区議会にて成立した場合に契約を締結します。 
（10）受託者候補者が失格要件に該当することが判明した場合、契約締結交渉が不調となっ

た場合、または辞退した場合、次順位の参加事業者と契約交渉をします。 
（11）当該業務は、杉並区公契約条例第２条第３号に規定する特定公契約に該当する契約に

なるため、条例の内容を十分に理解し、遵守してください。 
 
10 選定結果に基づく委託可能期間 

本件の契約期間は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの１年間ですが、選
定会議において履行評価等の結果から業務が適切に行われていると判断した場合は、契
約期間（１年間）を最大４回まで更新できるものとします。 
但し、履行評価等の結果が良好であっても更新回数を減ずることがあります。 

 
11 担当課（提出先及び問い合わせ先） 

杉並区教育委員会事務局 庶務課教職員係 担当：佐藤 
所在地：〒166-8570 杉並区阿佐谷南１－１５－１（杉並区役所東棟６階） 

    電 話：０３－３３１２－２１１１ 内線１６１９ 
    E-mail：KYOIKU-IINSHOMU@city.suginami.lg.jp  
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【別紙１】 

 杉並区学校用務業務等詳細説明書 
 
契約期間 
  令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 
 
実施日及び時間 

実施日及び時間（※） 校務・庶務的業務 施設管理業務 

平日 
登校日・ 

三季休業期間 
① 午前 7時 45分～午後 4時 30分 ② 

午前 6時 30分～午前 7時 45分 
及び 

午後 4時 30分～午後 10時 
土・日・祝日等の 

学校休業日 
業務なし ③ 午前 6時 30分～午後 10時 

年末年始期間 
（12月 29日～1月 3日） 

業務なし 業務なし 

 この他、土曜日に授業を行う場合であって、校務・庶務的業務が必要なときは、学校と協議の上で、
必要最小限の時間及び人数で実施する。（10日程度） 
入学式・卒業式・運動会等の行事により、上記の実施日や時間は変更となる場合がある。 
また、学校は給食食材の受け入れのため、30 分を限度として施設管理業務の開始時間を早めること

ができる。 
さらに、選挙の実施及び震災訓練等により、学校門扉の開錠及び施錠時間が変更になることがある。

その場合は、その都度、教育委員会から事前に指定する。 
 
人員配置基準（下表の①～③は、上表（実施日及び時間）の①～③に対応している。） 

人員配置基準 業務従事者（※1） 業務責任者（※1） 

①  
1校につき常時 2名以上とし、業務が完遂できる人数を配置
すること。（※2） 

1校につき 1名の配置 
（※3） 

②  
1校につき常時 1名以上とし、業務が完遂できる人数を配置
すること。 

 ③ 
1校につき常時 1名以上とし、業務が完遂できる人数を配置
すること。 

※1 業務従事者（以下「作業員」という。）及び業務責任者（以下「責任者」という。）は、受託者
が直接雇用している者に限る。 

※2 給食食材の受け入れのため、施設管理業務の開始時間が早まる場合で、且つ、同一の作業員が、
施設管理業務に引き続き校務・庶務的業務に従事する場合は、学校と協議の上で、１日当たり
30分を限度として、１校につき１名での従事を認める。 

※3 １校につき１名の責任者を配置すること。責任者は必ずしも学校に常駐する必要はないが、常
に学校及び作業員と連絡がとれる体制にしておくこと。 

   また、後述するように責任者は現場における受託者の代理人として業務を完遂できる権限を有
する者であること。なお、責任者として業務を完遂できるのであれば、兼任校数は問わない。 
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【別紙１】 
業務実施体制 
（１）業務責任者（責任者） 

① 責任者は、現場における受託者の代理人として、仕様書に基づき業務を完遂する。また、円
滑な業務の履行及び特殊清掃等の処理のため、必要に応じて学校及び教育委員会と協議や
連絡調整を行い、自ら判断して作業員を指揮監督して業務の遂行にあたる。 

② 責任者は、自らも作業に従事する場合もあるため、簡易な電気工事を含む施設設備修繕及び
施設管理等の業務に精通している者とする。 

③ 責任者は、業務の一部を再委託した場合には、その業務中において、立会い・監督を行う義
務を負う。 

④ 学校は「業務協議書」により、責任者に対して業務の協議、調整を行う。 
（２）業務従事者（作業員） 

① 作業員は、業務内容を遂行するために必要な研修及び教育を受け、業務を実施するための
資質を保有している者とする。 

② 業務の実施にあたり、学校が教育の場であることを充分考慮のうえ、服装、態度に配慮し、
教職員・児童生徒・来校者等に対して適切な応対を行うこと。 

（３）業務の履行 
① 責任者及び作業員に支障が生じた場合は、直ちに代替員を配置し、その理由及び代替員の氏

名を速やかに学校に連絡すること。あわせて、教育委員会に報告し、業務の遂行に万全を期
すること。 

② 受託者は、業務の確実な履行のため、学校行事（入学・卒業式、運動会等）実施時は学校と
調整し、作業員を必要に応じて増員すること。 

③ 委託期間の始期から確実に業務の履行ができるよう、受託者は学校との連絡調整や責任者
及び作業員の教育等の事前準備を充分に行い、学校運営が円滑に行なわれるよう対応する
こと。特に年度当初は学校行事が錯綜する時期でもあり、充分に注意すること。なお、事前
準備にあたっては、あらかじめ学校の許可を得たうえで、学校施設を利用して責任者及び作
業員の教育を行うことができる。 

④ 受託者は、各学校と調整し「作業計画書」（年間及び月間）を作成し、学校及び教育委員会
へ提出すること（年間計画は４月中に、また月間計画については当月５日までに提出）。 

⑤ 受託者は、毎月末までに翌月分の責任者及び作業員の「勤務シフト表」を作成し、学校及び
教育委員会に提出すること。 

業務内容 
（１）校務・庶務的業務 （毎日・適時） 

①来客受付・案内・安全確保②文書交換・郵便物の受領、配布③学校便り等の準備及び配布④会
議準備、湯茶接待⑤校内美化のための巡回⑥入学式・卒業式・運動会等の学校行事の設営、片付
け、清掃⑦国旗・区旗・校章旗の管理（屋上・正門）⑧避難訓練及び緊急時の校門の開錠、開門
及び避難状況に応じた協力⑨避難訓練及び緊急時の児童生徒の誘導、各所確認⑩消防設備等設
備機器の一般的な操作⑪積雪等の荒天時における児童生徒・来校者の通路の確保⑫その他、学
校との協議事項に係る諸業務 
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【別紙１】 
（２）施設維持・修繕業務 （適時） 

①電気器具の保守、取替え②ドア・床・門扉・柵等の補修③校庭整備・散水（中水（雨水）タン
クへの消毒剤投入）④花壇・観察池（ビオトープ）・屋上緑地等整備⑤動植物の飼育・栽培⑥ス
リッパの点検・管理⑦校舎その他の施設（設備を含む）及び工具等の点検・簡易な修繕⑧降雪、
台風等に備えた安全管理 

（３）環境整備業務 （毎日・適時） 
①管理諸室（校長室・職員室・事務室・主事室）の整備②ごみ収集・分別③玄関・昇降口の清掃
④廊下・階段の清掃⑤校舎敷地内及び学校外回りの清掃⑥簡易なトイレ清掃⑦管理室及び各ク
ラス教室を除く諸室の清掃⑧体育館の清掃と床板点検⑨校庭及び屋上の除草⑩樹木剪定（中低
木のみとする）⑪ワックスの塗布⑫消毒作業 

（４）特殊清掃・害虫駆除業務 
①トイレ清掃②天井扇・換気扇・サーキュレーター清掃③ビル管校の清掃④長尺シート・フロー
リング・Pタイル・窓ガラス清掃⑤プール清掃⑥給食室グリストラップ清掃⑦給食室排風設備清
掃⑧学校開放用シャワー室・更衣室清掃（該当校のみ）⑨害虫駆除 

（５）施設管理業務 （毎日） 
①出退勤時の機械警備のセット、門の開閉②遠隔施錠装置の作動確認と解除③校内点検 
④水道メーターの確認⑤施設管理日誌の記載⑥電話、インターホン対応及び荷物の搬入等の受
付⑦学校施設開放等の受付・対応⑧事故発生時等の通報及び臨機の措置 

（６）災害対策業務 （適時） 
①児童生徒等の急病、怪我、捜索等、緊急時の協力②災害発生時の児童生徒の安全対策、建物保
護、危険回避、避難者受け入れ等の臨時対応 
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【別紙２】 
提 出 書 類 一 覧 

№ 提 出 書 類 
提出部数 提出確認 

正本 副本 事業者 区 
1 ○企画提案申込書（表紙）【様式１】 １部 不要   

2 

＜事業者に関わる書類＞ 

①会社概要【様式２】 １部 不要   

②法人の履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 
※書類提出日以前３か月以内に発行されたもの 

１部 不要   

③社会保険料の直近分の納入証明書 
※書類提出日以前３か月以内に発行されたもの 

１部 不要   

④定款の写し １部 不要   

⑤就業規則 １部 不要   

3 

＜経営状況に関わる書類＞それぞれ直近３期分提出、表題を付けること 

①貸借対照表 １部 不要   
②損益計算書 １部 不要   
③株主資本等変動計算書 １部 不要   
④キャッシュフロー計算書 １部 不要   
⑤法人税の申告書 
※新型コロナウイルス感染症等の影響により納税の
特例猶予を受けている場合はその旨を証する書類
（「納税の猶予許可通知書」又は「納税証明書（その
１）」などを提出すること。 

１部 不要   

⑥勘定科目内訳明細書 １部 不要   

4 

＜企画提案内容に関わる書類＞ 

○企画提案書 
※Ａ４両面１５枚以内 
※「企画提案書の作成について」【別紙３】参照 

１部 １５部   

5 

＜業務実績に関わる書類＞ 

○地方公共団体での学校用務業務等（用務業務及び施
設管理業務等）又は学校用務業務の受託実績一覧 
（発注者名・業務内容・金額・契約期間等） 
※企画提案書にも内容を含めること。 

１部 不要   
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【別紙２】 

№ 提 出 書 類 
提出部数 提出確認 

正本 副本 事業者 区 

6 

＜企業の社会的責任に関わる書類＞ 

○ISO9001、ISO14001、ISO27001、プライバシーマ
ークなど公的認証の登録証の写し（付属書類等の写し
も併せて提出） 

１部 不要   

7 

＜参加資格に関わる書類＞ 

○地方公共団体における令和２年度から令和４年度
までの学校用務業務等（用務業務及び施設管理業務
等）又は学校用務業務の契約書の写し 

１部 不要   

8 ○見積書（積算の内訳を明記すること。） １部 不要   

9 ○受託校希望調査票【様式３】 １部 不要   

 
＜書類提出時の注意事項（必ずご確認ください。）＞  
 
① 正本１部（No.1からNo.7までまとめたもの）と副本１５部（No.4）を、それぞれかさばらな

いよう軽易に綴じて提出してください。副本はステープラーで左側を２か所とめて提出して
ください。なお、複写する場合もありますので、インデックスはつけないでください。 

 
② 正本を作成するときは、［提出書類No.］の順に書類を綴じてください。 
 
③ 副本には、参加者が特定できるような名称、ロゴマーク、杉並区の学校名等は使用しないで

ください。 
（図中や写真においても参加者が特定できるような名称等が入らないようにしてください。） 

 
④ No.4・5の書類は、A4サイズで作成してください。No.4の企画提案書については、 

両面印刷で15枚以内（表紙及び目次は除く。）とし、ページ番号を付けてください。 
 
⑤ 見積書の宛名は「杉並区教育委員会事務局次長」としてください。 

見積書は積算の内訳を項目ごとに明記してください。なお、人件費については必ず内訳の記載を
してください。また、特殊清掃業務経費も業務ごとに内訳を明記してください。 

 
⑥ 提出できない書類がある場合は、「理由書」（書式自由）を提出してください。理由が適切か

どうかは、教育委員会事務局が判断します。 
 
⑦ 書類を提出する前に、過不足がないか、再度確認してください。その際、「提出確認の事業者

欄」にチェックを入れて提出してください。 
 
⑧ 提出書類に不足がある場合は、審査の対象としません。 
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【別紙３】 

企画提案書の作成について 
 

企画提案書は、下記の評価項目の順に作成してください。 
評価の視点以外の事項は必要に応じて提案してください。また、図表等の添付も自由です。 

但し、必ず制限枚数（表紙及び目次は除く両面15枚）以内に収めてください。 
 

評価項目 評価の視点 
１ 学校施設での業務に

対する認識 
・学校施設で業務を行うことの意義を理解しているか。 
・労働者派遣と業務請負（委託）の区分を理解しているか。 

２ 学校等との協力体制 
・学校との協力体制を積極的に築こうとする姿勢がみられるか。 
・教職員・児童生徒・保護者・地域住民と良好な関係を築こうとする姿勢が
みられるか。 

３ 業務の実施体制 

・学校施設に適した人材を、配置基準に基づいて人員配置ができるか。 
・確実に履行できるシフトになっているか。 
・業務責任者は適切に配置されるか。 
・業務責任者との打ち合わせは適切に行われるか。 
・学校行事等における応援体制はとれるか。 
・欠員が生じた場合のバックアップ（応援）体制はできているか。 

４ 社員教育・研修体制 
・従事者の能力向上のための、具体的かつ計画的な教育・研修体制ができて
いるか。 

５ 緊急時の対応・苦情
処理体制 

・事故発生時の連絡体制、天災等緊急時の連絡体制、苦情処理体制が整備さ
れているか。 

・感染症流行時の従事者への予防対策は徹底しているか。従事者が感染症に
感染した際の連絡体制が整備されているか。 

６ 個人情報管理体制 
・情報管理に対する、事業者の考え方は適切であるか。 
・従事者への教育は徹底しているか。 

７ 社会的責任 
・法令遵守、環境保護、地域貢献、社会貢献等の活動に積極的に取り組んで
いるか。（例：ＩＳＯなど公的認証の取得、障害者雇用） 

８ 業務実績 
・学校用務業務の業務実績又は他の施設での用務業務及び施設管理業務の業
務実績があるか。（実績一覧） 

９ その他 
・企画提案書等の内容は、具体的で実効性があるか。独創的で特色あるアイデ
アが盛り込まれているか。分かりやすく、見やすいか。 

・杉並区学校用務業務等に向けた意欲や熱意が感じられるか。 
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【様式１】 
 企 画 提 案 申 込 書 

 
令和  年  月  日 

杉並区教育委員会事務局次長 宛 
 
 
 
 杉並区が令和４年１１月１４日に公募した杉並区学校用務業務等に係るプロポーザルに参加し
ますので、企画提案書及び各種書類を提出します。 
 実施要領に示す「３参加資格(1)から(7)まで」を満たしていることを誓約します。 
 なお、受託者候補者に選定された場合は、杉並区学校用務業務等に係る契約の締結に向けて、信
義に従って誠実に事業内容の詳細の協議を行うことを誓約します。 
 

所 在 地 
 
 

名 称 
 
 

代 表 者 名 
 
 印 

 
 

記 
 
１ 本件業務の担当者及び連絡先 

担当者氏名  
所属・役職  
電話番号  
E-mail  

 
２ 提出書類及び提出部数 
   「提出書類一覧」のとおり 
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【様式２】 
会 社 概 要 

 

1 会社名  

 本社所在地 〒 

 電話番号  

 メールアドレス  

２ 会社設立 
明・大 
昭・平・令  年  月  日 

３ 資本金  千円 
 
 ４ 会社の主な事業内容 
・  

・  

・  

 
 ５ 売上高等（直近の過去３年間、千円未満切捨て） 

 年  月決算 年  月決算 年  月決算 

年間売上高 千円 千円 千円 

経 常 利 益 千円 千円 千円 

 
 ６ 社員の状況（令和  年  月  日現在） 

項   目 学校用務業務部門 その他の部門 計 

正規社員 人 人 人 

正規社員以外 人 人 人 

計 人 人 人 

 
７ 障害者雇用の有無 なし・あり （ありの場合） 人 

 
 ８ 過去５年間の営業上の行政処分の有無 

なし・あり 
 

（ありの場合） 処分年月日 平・令  年  月  日 
 

処分内容 
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【様式３】 
 

受託校希望調査票 
 
 
下記調査票に、受託校の希望順位を記入してください。希望しないところには斜線を入れてく

ださい。また、その他の記入は無効とします。 
この調査票は受託者候補者の選定後、受託校を決定する際に使用します。 
但し、審査の結果によっては、必ずしも希望校を受託できるわけではありません。 

 
 
 
 
 

No. 履行場所 希望順位 
※希望順に 1～3を記入 

①  
杉並第二小学校・堀之内小学校・ 
済美小学校・高井戸中学校 

 

②  杉並第七小学校・高南中学校  

③  八成小学校・天沼中学校・荻窪中学校  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社 名  

 


